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告

示

青
森
県
告
示
第
五
百
六
十
号

家
畜
改
良
増
殖
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
号)

第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
家
畜

体
内
受
精
卵
移
植
に
関
す
る
講
習
会
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
の
で
、
青
森
県
家
畜
人
工
授
精
講
習

会
等
開
催
要
綱

(

昭
和
五
十
六
年
十
二
月
青
森
県
告
示
第
千
五
十
七
号)

第
二
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
八
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

開
催
期
間

平
成
二
十
八
年
十
一
月
七
日
か
ら
同
月
三
十
日
ま
で(

土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
祝
日
を
除
く
。)

二

開
催
場
所

地
方
独
立
行
政
法
人
青
森
県
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
畜
産
研
究
所

(

上
北
郡
野
辺
地
町)

三

講
習
人
員
及
び
受
講
対
象
者

十
五
人
。
た
だ
し
、
牛
に
つ
い
て
家
畜
人
工
授
精
講
習
会
修
業
試
験
に
合
格
し
た
者
又
は
家
畜

人
工
授
精
師
の
免
許
を
有
す
る
者
に
限
る
。

四

対
象
家
畜

牛

五

受
講
申
請
手
続

受
講
希
望
者
は
、
受
講
願
書
に
関
係
書
類
を
添
え
て
平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
四
日
ま
で
に
所

轄
の
地
域
県
民
局
地
域
農
林
水
産
部
家
畜
保
健
衛
生
所
長
に
提
出
す
る
こ
と
。

六

そ
の
他

１

受
講
願
書
の
用
紙
は
、
青
森
県
農
林
水
産
部
畜
産
課
、
所
轄
の
地
域
県
民
局
地
域
農
林
水
産

部
家
畜
保
健
衛
生
所
で
交
付
す
る
。

２

そ
の
他
詳
細
に
つ
い
て
は
、
青
森
県
農
林
水
産
部
畜
産
課
、
所
轄
の
地
域
県
民
局
地
域
農
林

水
産
部
家
畜
保
健
衛
生
所
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

公

告

大
規
模
小
売
店
舗
の
立
地
に
関
す
る
意
見
の
概
要

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町

村
か
ら
聴
取
し
た
意
見
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
八
年
八
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地
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(

仮
称)

十
和
田
複
合
商
業
施
設

十
和
田
市
東
一
番
町
七
の
一
一
外

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
及
び
住
所
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏

名１

株
式
会
社
ユ
ニ
バ
ー
ス

八
戸
市
大
字
長
苗
代
字
前
田
八
三
の
一

代
表
取
締
役

三
浦
紘
一

２

株
式
会
社
創
建
ホ
ー
ム

十
和
田
市
東
二
十
三
番
町
一
の
一

代
表
取
締
役

中
野
渡
健
一

３

金
京
源

十
和
田
市
東
二
十
三
番
町
一
〇
の
二
六

４

金
英
輝

十
和
田
市
東
十
四
番
町
四
の
四
の
六

三

十
和
田
市
の
意
見
の
概
要

１

駐
車
場
の
出
入
り
口
に
つ
い
て
、
駐
車
場
法
施
行
令
第
七
条
の
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
こ

と
。

２

駐
車
場
内
の
車
路
の
幅
員
に
つ
い
て
、
駐
車
場
法
施
行
令
第
八
条
の
技
術
的
基
準
に
適
合
す

る
こ
と
。

３

一
台
当
た
り
の
駐
車
ま
す
に
つ
い
て
、
十
和
田
市
路
外
駐
車
場
設
置

(
変
更)

の
届
出
の
手

引
き
に
即
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

４

高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律

(

バ
リ
ア
フ
リ
ー
新
法)

第
十
四
条
及
び
政
令
で
定
め
る
基
準

(

建
築
物
移
動
等
円
滑
化
基
準)

に
適
合
す
る
こ
と
。

５

大
規
模
な
店
舗
が
複
数
出
店
す
る
こ
と
に
よ
り
、
渋
滞
及
び
交
通
事
故
を
誘
因
す
る
こ
と
が

懸
念
さ
れ
る
た
め
、
交
差
点
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
、
Ｄ
に
お
い
て
交
通
渋
滞
が
発
生
し
な
い
よ
う

(
特

に
交
差
点
Ｃ
、
Ｄ
に
つ
い
て
は
、
高
校
生
の
自
転
車
通
学
等
の
経
路
と
重
な
る
。)

、
右
折
イ

ン
及
び
右
折
ア
ウ
ト
車
両
の
ス
ム
ー
ズ
な
誘
導
と
安
全
確
保
に
努
め
る
こ
と
。

６

来
客
の
自
動
車
の
駐
車
場
ま
で
の
案
内
経
路
に
つ
い
て
は
、
交
差
点
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
、
Ｄ
に
お

い
て
交
通
渋
滞
、
交
通
事
故
が
発
生
し
な
い
よ
う

(

特
に
交
差
点
Ｃ
、
Ｄ
に
つ
い
て
は
、
高
校

生
の
自
転
車
通
学
等
の
経
路
と
重
な
る
。)

留
意
し
、
ま
た
、
児
童
生
徒
等
の
登
下
校
時
間
帯

は
狭
隘
な
道
路
を
回
避
す
る
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
。

７

搬
出
入
車
両
の
運
行
経
路
に
つ
い
て
は
、
混
雑
が
少
な
く
な
る
よ
う
な
経
路
設
定
を
事
業
者

等
に
働
き
か
け
る
こ
と
。
特
に
登
下
校
時
間
帯
に
搬
出
入
す
る
場
合
は
、
児
童
生
徒
等
の
安
全

面
に
配
慮
し
た
措
置
を
と
る
こ
と
。

８

以
前
計
画
地
に
設
置
さ
れ
て
い
た
旧
十
和
田
市
駅
停
留
所
は
、
長
年
に
わ
た
り
市
内
主
要
路

線
バ
ス
の
起
終
点
及
び
他
路
線
へ
の
乗
り
換
え
拠
点
と
し
て
、
買
い
物
客
や
通
院
者
等
多
く
の

方
々
に
利
用
さ
れ
て
い
た
。
現
在
、
そ
の
代
替
と
し
て
同
停
留
所
の
最
寄
り
停
留
所
が
機
能
し

て
い
る
が
、
従
来
の
停
留
所
と
比
べ
冬
期
間
に
お
け
る
安
全
に
不
安
が
あ
り
、
ま
た
他
路
線
へ

の
乗
り
換
え
等
に
不
便
を
来
た
し
て
い
る
た
め
、
路
線
バ
ス
利
用
者
等
地
域
住
民
か
ら
は
同
停

留
所
を
元
の
場
所
に
再
設
置
し
て
欲
し
い
と
い
う
要
望
が
市
へ
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
つ
い
て
は
、

計
画
地
内
に
例
え
ば
バ
ス
等
公
共
交
通
機
関
の
停
車
ス
ペ
ー
ス
を
確
保
す
る
な
ど
、
周
辺
を
含

め
た
買
い
物
客
等
の
利
便
性
及
び
安
全
確
保
に
向
け
た
対
応
に
つ
い
て
、
バ
ス
運
行
事
業
者
等

と
も
協
議
の
上
、
検
討
す
る
こ
と
。

９

人
に
や
さ
し
い
ま
ち
づ
く
り
の
観
点
か
ら
、
駐
車
場
と
施
設
に
お
け
る
ス
ロ
ー
プ
の
勾
配
等

バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
の
対
策
や
、
床
の
排
水
蓋
等
に
よ
る
段
差
解
消
等
、
構
造
面
か
ら
も
歩
行
者

通
行
の
利
便
性
に
つ
い
て
配
慮
す
る
こ
と
。

10

計
画
地
の
敷
地
が
広
範
囲
に
わ
た
り
出
入
口
も
複
数
あ
る
た
め
、
駐
車
場
内
を
通
り
抜
け
る

歩
行
者
が
増
加
す
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
歩
行
者
が
安
全
に
通
行
で
き
る
よ
う
、
通
り

抜
け
が
可
能
な
導
線
を
複
数
設
け
る
な
ど
、
駐
車
場
内
に
お
け
る
歩
行
者
通
路
、
横
断
歩
道
の

設
置
及
び
表
示
方
法
を
工
夫
す
る
こ
と
。

11

歩
道
と
交
差
す
る
駐
車
場
入
り
口
付
近
の
見
通
し
を
良
く
し
、
あ
わ
せ
て
表
示
方
法
の
工
夫
、

停
止
位
置
に
凸
部
を
設
け
自
動
車
の
速
度
の
低
減
を
図
る
措
置
、
駐
車
場
の
出
入
口
の
混
雑
緩

和
の
た
め
出
入
口
を
入
口
専
用
、
出
口
専
用
と
す
る
な
ど
、
交
通
事
故
の
予
防
に
努
め
る
こ
と
。

12

計
画
地
内
に
は
、
深
夜
近
く
ま
で
営
業
す
る
店
舗
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
死
角
が
生
じ
る
こ
と

の
な
い
よ
う
夜
間
照
明
器
具
を
適
切
に
設
置
し
、
夜
間
の
通
行
に
影
響
が
出
な
い
よ
う
に
努
め

る
こ
と
。

13

夜
間
の
安
全
に
留
意
し
、
建
物
の
陰
に
よ
っ
て
生
じ
る
死
角
に
対
し
防
犯
カ
メ
ラ
を
設
置
す

る
な
ど
、
子
供
の
非
行
防
止
や
防
犯
の
観
点
か
ら
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

14

株
式
会
社
ユ
ニ
バ
ー
ス
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
九
日
に
十
和
田
市
と
災
害
時
応
援
協
定
を

締
結
し
て
い
る
が
、
届
出
書
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。

15

騒
音
源
及
び
予
測
地
点
配
置
図(

設
備)

に
よ
る
と
、
空
調
機
室
外
機(

19
、
20
、
21
〜
32
、

33
〜
39)
及
び
キ
ュ
ー
ビ
ク
ル

(

３
、
４)

が
、
住
宅
に
近
い
場
所
に
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
実
際
に
静
穏
が
保
持
さ
れ
な
い
場
合
は
必
要
な
対
策
を
取
る
こ
と
。

16

騒
音
源
及
び
予
測
地
点
配
置
図

(

走
行)

に
よ
る
と
、
予
測
地
点
P5”
、
P7”
、
P8”
に
お
い
て
来

客
車
両
走
行
音
に
よ
る
夜
間
騒
音
レ
ベ
ル
の
最
大
値
が
規
制
基
準
値
を
上
回
る
こ
と
か
ら
、
静
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( )

穏
の
保
持
の
た
め
の
適
切
な
対
策
を
と
る
こ
と
。

17

廃
棄
物
の
管
理
が
設
置
者
の
手
か
ら
離
れ
小
売
業
者
等
が
行
う
と
の
こ
と
な
の
で
、
設
置
者

は
廃
棄
物
の
処
分
地
と
し
て
農
地
等
が
不
法
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
無
い
よ
う
、
小
売
業
者
等

へ
指
示
す
る
な
ど
、
適
正
な
管
理
に
努
め
る
こ
と
。

18

青
森
県
景
観
条
例
に
基
づ
く
大
規
模
行
為
の
届
出
を
す
る
こ
と
。

19

青
森
県
屋
外
広
告
物
条
例
に
基
づ
く
屋
外
広
告
物
等
の
許
可
を
受
け
る
こ
と
。

20

障
害
者
等
の
移
動
や
施
設
利
用
を
円
滑
に
す
る
た
め
の
車
い
す
駐
車
場
、
ト
イ
レ
、
手
す
り

な
ど
に
つ
い
て
、
配
慮
す
る
こ
と
。

四

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ

き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
の
意
見
の
概
要

意
見
書
の
提
出
な
し

五

意
見
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課
及
び
十
和
田
市
役
所

２

期
間

平
成
二
十
八
年
八
月
二
十
九
日
か
ら
同
年
十
月
二
十
九
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
十
和
田
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
八
年
八
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
石
戸
建
設
興
業

二

代
表
者
の
氏
名

石
戸

一
仁

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
大
字
安
田
字
稲
森
一
五
三
の
七

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
三)

第
一
〇
〇
〇
二
七
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
八
年
八
月
五
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

と
び
・
土
工
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
八
年
八
月
二
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
八
年
八
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

ま
る
真
塗
装

二

氏
名

横
澤

真
一

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

北
津
軽
郡
板
柳
町
大
字
板
柳
字
船
岡
二
〇
の
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
四)

第
四
〇
〇
三
二
一
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
八
年
八
月
三
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

塗
装
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
八
年
六
月
三
十
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

公

安

委

員

会

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
百
号

警
備
業
法

(
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
七
号
。
以
下

｢

法｣

と
い
う
。)

第
二
十
二
条
第
二
項

第
一
号
に
規
定
す
る
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習

(

以
下

｢

新
規
取
得
講
習｣

と
い
う
。)

を
次

の
と
お
り
実
施
す
る
の
で
、
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
及
び
機
械
警
備
業
務
管
理
者
に
係
る
講
習
等

に
関
す
る
規
則(

昭
和
五
十
八
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
号
。
以
下｢

講
習
規
則｣

と
い
う
。)
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( )

第
二
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
八
月
二
十
九
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

高

畑

�

子

一

講
習
の
区
分

法
第
二
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
警
備
業
務
に
係
る
新
規
取
得
講
習

二

実
施
期
間
及
び
実
施
時
間

平
成
二
十
八
年
十
月
三
日

(

月)

か
ら
同
月
十
一
日

(

火)

ま
で

(

土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
国

民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律(
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号)

に
規
定
す
る
休
日
を
除
く
。)

の
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
五
十
五
分
ま
で

三

実
施
場
所

青
森
市
問
屋
町
一
丁
目
一
〇
の
一
〇

青
森
市
は
ま
な
す
会
館

四

受
講
定
員

五
人

(

予
定)

五

受
講
対
象
者

受
講
申
込
日
に
お
い
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

１

最
近
五
年
間
に
受
講
し
よ
う
と
す
る
警
備
業
務

(

以
下

｢
当
該
警
備
業
務｣

と
い
う
。)

の

区
分
に
係
る
警
備
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
通
算
し
て
三
年
以
上
で
あ
る
者

２

警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則

(

平
成
十
七
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
十
号
。
以

下

｢

検
定
規
則｣

と
い
う
。)

第
四
条
に
規
定
す
る
一
級
の
検
定

(

当
該
警
備
業
務
の
区
分
に

係
る
も
の
に
限
る
。)

に
係
る
法
第
二
十
三
条
第
四
項
の
合
格
証
明
書(

以
下｢
合
格
証
明
書｣

と
い
う
。)

の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

３

検
定
規
則
第
四
条
に
規
定
す
る
二
級
の
検
定

(

当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も
の
に
限

る
。)

に
係
る
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
警
備
員
で
あ
っ
て
、
当
該
合
格
証
明
書
の

交
付
を
受
け
た
後
、
継
続
し
て
一
年
以
上
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
警
備
業
務
に
従
事
し

て
い
る
者

４

検
定
規
則
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
警
備
員
等
の
検
定
に
関
す
る
規
則

(

昭
和

六
十
一
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
五
号
。
以
下

｢

旧
検
定
規
則｣

と
い
う
。)

第
一
条
第
二

項
に
規
定
す
る
一
級
の
検
定

(

当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

に
合
格
し
た

者
５

旧
検
定
規
則
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
二
級
の
検
定

(

当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も

の
に
限
る
。)

に
合
格
し
た
警
備
員
で
あ
っ
て
、
当
該
検
定
に
合
格
し
た
後
、
継
続
し
て
一
年

以
上
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
者

六

受
講
申
込
み
の
手
続

１

受
講
申
込
み
の
受
付
期
間
等

�

受
付
期
間

平
成
二
十
八
年
九
月
十
二
日

(

月)

か
ら
同
月
十
六
日

(

金)

ま
で
の
間

�

受
付
時
間

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
の
間

�

受
付
の
締
切
り

受
講
申
込
み
の
受
付
は
先
着
順
と
し
、
受
講
申
込
者
の
人
員
が
予
定
人
員
に
達
し
次
第
、

受
付
を
締
め
切
る
。

２

受
講
申
込
書
の
受
付
場
所

青
森
県
内
の
警
察
署

(

警
察
署
分
庁
舎
を
含
む
。)

の
生
活
安
全
課
又
は
刑
事
生
活
安
全
課

３

申
込
方
法

六
の
２
の
受
付
場
所
に
受
講
申
込
み
の
書
類
及
び
受
講
手
数
料
を
持
参
し
て
申
込
み
を
行
う

こ
と
と
し
、
郵
送
等
に
よ
る
申
込
み
は
認
め
な
い
。

４

受
講
申
込
み
の
書
類

講
習
規
則
別
記
様
式
第
一
号
の
受
講
申
込
書

(

申
込
み
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正

面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
三
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
の
長
さ
二
・
四
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
の
写
真
一
葉
を
貼
り
付
け
る
こ
と
。)

一
通
に
、
受
講
対
象
者
に
該
当
す
る
こ
と
を

疎
明
す
る
次
の
書
面
一
通
を
添
付
す
る
こ
と
。

�

五
の
１
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
を
証
明
す
る
警
備
業

者
等
の
作
成
に
係
る
書
面

(

以
下

｢

警
備
業
務
従
事
証
明
書｣

と
い
う
。)

及
び
履
歴
書

�

五
の
２
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
一
級
検
定

(

当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も
の
に
限

る
。)

の
合
格
証
明
書
の
写
し

�

五
の
３
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
二
級
検
定

(

当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も
の
に
限

る
。)

の
合
格
証
明
書
の
写
し
及
び
警
備
業
務
従
事
証
明
書

�

五
の
４
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
旧
一
級
検
定

(

当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も
の
に

限
る
。)

の
合
格
証
の
写
し

�

五
の
５
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
旧
二
級
検
定

(

当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も
の
に

限
る
。)
の
合
格
証
の
写
し
及
び
警
備
業
務
従
事
証
明
書

５

受
講
手
数
料

受
講
手
数
料
三
万
八
千
円
分
を
青
森
県
収
入
証
紙
に
よ
り
、
受
講
申
込
書
提
出
時
に
納
入
す
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( )

る
こ
と
。

七

講
習
受
付
時
間

講
習
初
日
の
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
前
九
時
ま
で
の
間

八

そ
の
他

１

講
習
終
了
後
、
修
了
考
査
を
行
い
、
講
習
に
係
る
事
項
を
修
得
し
た
と
認
め
ら
れ
る
者
に
対

し
、
講
習
修
了
証
明
書
を
交
付
す
る
。

２

受
講
者
は
、
筆
記
用
具
を
持
参
す
る
こ
と
。

九

受
講
申
込
み
に
関
す
る
問
合
せ
先

１

青
森
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
保
安
課

電
話
〇
一
七
―
七
二
三
―
四
二
一
一

２

青
森
県
内
の
警
察
署

(

警
察
署
分
庁
舎
を
含
む
。)

の
生
活
安
全
課
又
は
刑
事
生
活
安
全
課

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
百
一
号

警
備
業
法

(

昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
七
号
。
以
下

｢
法｣

と
い
う
。)

第
二
十
二
条
第
二
項

第
一
号
に
規
定
す
る
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習

(

法
第
二
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
警
備
員

指
導
教
育
責
任
者
資
格
者
証
又
は
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
及
び
機
械
警
備
業
務
管
理
者
に
係
る
講

習
等
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
五
十
八
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
号
。
以
下

｢

講
習
規
則｣

と
い

う
。)

第
七
条
に
規
定
す
る
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
修
了
証
明
書

(
以
下

｢

資
格
者
証
等｣

と
い
う
。)

の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
に
対
す
る
当
該
資
格
者
証
等
に
係
る
警
備
業
務
の
区
分
以
外

の
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
講
習
。
以
下

｢

追
加
取
得
講
習｣

と
い
う
。)

を
次
の
と
お
り
実
施
す

る
の
で
、
講
習
規
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
八
月
二
十
九
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

高

畑

�

子

一

講
習
の
区
分

法
第
二
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
警
備
業
務
に
係
る
追
加
取
得
講
習

二

実
施
期
間
及
び
実
施
時
間

平
成
二
十
八
年
十
月
六
日

(

木)

か
ら
同
月
十
一
日

(

火)

ま
で

(

土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
国

民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号)

に
規
定
す
る
休
日
を
除
く
。)

の
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
五
十
五
分
ま
で

三

実
施
場
所

青
森
市
問
屋
町
一
丁
目
一
〇
の
一
〇

青
森
市
は
ま
な
す
会
館

四

受
講
定
員

五
人

(

予
定)

五

受
講
対
象
者

受
講
申
込
日
に
お
い
て
、
受
講
し
よ
う
と
す
る
警
備
業
務

(

以
下

｢

当
該
警
備
業
務｣

と
い

う
。)

の
区
分
以
外
の
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
資
格
者
証
等
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
で
、
か

つ
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

１

最
近
五
年
間
に
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
警
備
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
通
算
し
て
三

年
以
上
で
あ
る
者

２

警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則

(

平
成
十
七
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
十
号
。
以

下

｢

検
定
規
則｣

と
い
う
。)

第
四
条
に
規
定
す
る
一
級
の
検
定

(

当
該
警
備
業
務
の
区
分
に

係
る
も
の
に
限
る
。)

に
係
る
法
第
二
十
三
条
第
四
項
の
合
格
証
明
書(

以
下｢

合
格
証
明
書｣

と
い
う
。)

の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

３

検
定
規
則
第
四
条
に
規
定
す
る
二
級
の
検
定

(

当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も
の
に
限

る
。)

に
係
る
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
警
備
員
で
あ
っ
て
、
当
該
合
格
証
明
書
の

交
付
を
受
け
た
後
、
継
続
し
て
一
年
以
上
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
警
備
業
務
に
従
事
し

て
い
る
者

４

検
定
規
則
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
警
備
員
等
の
検
定
に
関
す
る
規
則

(

昭
和

六
十
一
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
五
号
。
以
下

｢

旧
検
定
規
則｣

と
い
う
。)

第
一
条
第
二

項
に
規
定
す
る
一
級
の
検
定

(

当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

に
合
格
し
た

者
５

旧
検
定
規
則
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
二
級
の
検
定

(

当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も

の
に
限
る
。)

に
合
格
し
た
警
備
員
で
あ
っ
て
、
当
該
検
定
に
合
格
し
た
後
、
継
続
し
て
一
年

以
上
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
者

六

受
講
申
込
み
の
手
続

１

受
講
申
込
み
の
受
付
期
間
等

�

受
付
期
間

平
成
二
十
八
年
九
月
十
三
日

(

火)

か
ら
同
月
十
六
日

(

金)

ま
で
の
間

�

受
付
時
間

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
の
間

�

受
付
の
締
切
り

受
講
申
込
み
の
受
付
は
先
着
順
と
し
、
受
講
申
込
者
の
人
員
が
予
定
人
員
に
達
し
次
第
、
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( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

受
付
を
締
め
切
る
。

２

受
講
申
込
書
の
受
付
場
所

青
森
県
内
の
警
察
署

(

警
察
署
分
庁
舎
を
含
む
。)

の
生
活
安
全
課
又
は
刑
事
生
活
安
全
課

３

申
込
方
法

六
の
２
の
受
付
場
所
に
受
講
申
込
み
の
書
類
及
び
受
講
手
数
料
を
持
参
し
て
申
込
み
を
行
う

こ
と
と
し
、
郵
送
等
に
よ
る
申
込
み
は
認
め
な
い
。

４

受
講
申
込
み
の
書
類

講
習
規
則
別
記
様
式
第
一
号
の
受
講
申
込
書

(

申
込
み
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正

面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
三
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
の
長
さ
二
・
四
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
の
写
真
一
葉
を
貼
り
付
け
る
こ
と
。)

一
通
及
び
既
に
交
付
を
受
け
て
い
る
受
講
に

係
る
警
備
業
務
の
区
分
以
外
の
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
資
格
者
証
等
の
写
し
に
、
受
講
対
象

者
に
該
当
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
次
の
書
面
一
通
を
添
付
す
る
こ
と
。

�

五
の
１
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
を
証
明
す
る
警
備
業

者
等
の
作
成
に
係
る
書
面

(

以
下

｢

警
備
業
務
従
事
証
明
書｣

と
い
う
。)

及
び
履
歴
書

�

五
の
２
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
一
級
検
定

(
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も
の
に
限

る
。)

の
合
格
証
明
書
の
写
し

�

五
の
３
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
二
級
検
定

(

当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も
の
に
限

る
。)

の
合
格
証
明
書
の
写
し
及
び
警
備
業
務
従
事
証
明
書

�

五
の
４
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
旧
一
級
検
定

(

当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も
の
に

限
る
。)

の
合
格
証
の
写
し

�

五
の
５
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
旧
二
級
検
定

(

当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も
の
に

限
る
。)

の
合
格
証
の
写
し
及
び
警
備
業
務
従
事
証
明
書

５

受
講
手
数
料

受
講
手
数
料
一
万
四
千
円
分
を
青
森
県
収
入
証
紙
に
よ
り
、
受
講
申
込
書
提
出
時
に
納
入
す

る
こ
と
。

七

講
習
受
付
時
間

講
習
初
日
の
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
前
九
時
ま
で
の
間

八

そ
の
他

１

講
習
終
了
後
、
修
了
考
査
を
行
い
、
講
習
に
係
る
事
項
を
修
得
し
た
と
認
め
ら
れ
る
者
に
対

し
、
講
習
修
了
証
明
書
を
交
付
す
る
。

２

受
講
者
は
、
筆
記
用
具
を
持
参
す
る
こ
と
。

九

受
講
申
込
み
に
関
す
る
問
合
せ
先

１

青
森
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
保
安
課

電
話
〇
一
七
―
七
二
三
―
四
二
一
一

２

青
森
県
内
の
警
察
署

(

警
察
署
分
庁
舎
を
含
む
。)

の
生
活
安
全
課
又
は
刑
事
生
活
安
全
課

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
百
二
号

道
路
交
通
法

(

昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号)

第
百
八
条
の
十
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
講
習
機

関
五
所
川
原
モ
ー
タ
ー
ス
ク
ー
ル
の
特
定
講
習
の
休
止
を
許
可
し
た
の
で
、
指
定
講
習
機
関
に
関
す

る
規
則(

平
成
二
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号)

第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
八
月
二
十
九
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

高

畑

�

子

一

休
止
し
よ
う
と
す
る
特
定
講
習
の
種
別

普
通
自
動
車
、
普
通
二
輪
車
及
び
原
動
機
付
自
転
車
に
係
る
初
心
運
転
者
講
習

二

休
止
し
よ
う
と
す
る
期
間

平
成
二
十
八
年
九
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
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